
高知県漁業就業支援事業費補助金交付要綱新旧対照表

改正後 現行

第１条 （略）

第２条

県は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁

業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフ

ォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業

支援センター（以下、「補助事業者」という。）が行う次に掲げる事業（以下、「補助

（削除）事業」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

（略）

第３条

補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表第１に定めるとおりとする。

２ （略）

第４～14 条 （略）

附 則

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は同年３月26日

から適用する。

２ 第４条第１項の規定による申請は、この要綱の施行の月前においても行うことがで

きる。

３ この要綱は令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第６条、第７条、第 10 条、第 11 条第３項、第 12 条

及び第 14 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

（略）

第１条 （略）

第２条

県は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁

業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフ

ォローアップまでを一貫して支援することを目的として、一般社団法人高知県漁業就業

支援センター（以下「補助事業者」という。）が行う次に掲げる事業（次条において

「補助対象事業」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

（略）

第３条

補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費及び補助率は、別表第１

に定めるとおりとする。

２ （略）

第４～11条 （略）

附 則

１ この要綱は、平成31年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は同年３月26日

から適用する。

２ 第４条第１項の規定による申請は、この要綱の施行の月前においても行うことがで

きる。

３ この要綱は令和７年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第６条、第７条、第 10 条、第 11 条第３項、第 12 条

及び第 14 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

（略）



改正後 現行

附 則

１ この要綱は、令和７年３月28日から施行する。ただし、改正後の別表第１の４、５、

６及び７の項の規定は、同年４月１日から適用する。

２ 第４条第１項の規定による申請は、この要綱の施行の月前においても行うことがで

きる。

別表第１（第３条関係）

補助対象一覧表

附 則

（追加）

別表第１（第３条関係）

補助対象一覧表

事業区分 事業内容 補助対象経費 補助率等

１～３（略） （略） （略） （略）

４ 漁業経営

安定化研修事

業

（１）補強研修事

業

（略）

（略） （１）対象期間：10 日以

内

（２）補助率：定額（上

限：10 万円/研修生１

名）

ア 指導者が受講生の船

に同乗して実施する場合

イ 指導者の船で実施す

る場合

ウ 受講生が指導者の船

の僚船として同行して実

施する場合

エ 養殖業において研修

を実施する場合

指導者謝金

ア ：２万円/日

イ～エ：5,000 円/日

事業区分 事業内容 補助対象経費 補助率等

１～３（略） （略） （略） （略）

４ 漁業経営

安定化研修事

業

（１）補強研修事

業

（略）

（略） （１）対象期間：10 日以

内

（２）補助率：定額（上

限：10 万円/研修生１

名）

ア 指導者の船又は僚船等

として洋上で実施する場

合

指導者謝金：5,000 円/日

イ 長期研修修了生の船に

同乗して実施する場合

指導者謝金：２万円/日

ウ ア及びイを組み合わせ

て実施した場合：上限 10

万円/研修生１名



改正後 現行

（２）新規漁労技

術習得研修事業

自営型漁業を営

む者のうち新たな

漁労技術の習得を

希望する者に対し

て、新規漁労技術

習得研修並びに船

体改造及び設備導

入への助成を実施

（１）研修事業

指導者への謝金、用船料及

び研修期間中に必要となる漁

具や餌等の消耗品の購入に要

する経費

（１）対象期間：１人１

漁業種当たり３月以内

（２） （略）

（２）船体改造・設備導入費

の助成

（１）の研修事業において

習得した新規漁法導入に必要

な船体改造・設備導入に要す

る経費

（１）助成対象者：新規

漁労技術習得研修を受講

した自営漁業者

（２）助成額の割合：２

分の１以内

（３）助成の上限額：

225 万円

５ 高知県漁

業就業支援セ

ンター直営研

修事業

（１） （略） （略） （略）

（削除） （削除） （削除）

（２）漁業就労安

定対策事業

（略）

（略） （略）

（２）新規漁労技

術習得研修事業

長期研修等の修

了生で新たな漁労

技術の習得を希望

する者に対する月

単位の新規漁労技

術習得研修の実施

新規漁労技術習得研修の指導

者への謝金、用船料及び研修

経費（漁具、餌、消耗品及び

機械類等）

（１）対象期間：６月以

内（ただし、１漁業種当

たり３月以内とする。）

（２） （略）

（追加） （追加）

５ 高知県漁

業就業支援セ

ンター直営研

修事業

（１） （略） （略） （略）

（２）漁業就業セ

ミナー事業

県内への移住や

漁業への就業を検

討している者（以

下「新規就業希望

者」という。）等

を対象とした漁業

就業セミナーの実

施

セミナーの開催に係る会場使

用料、講師謝金、用船料、旅

費等

補助率：補助対象経費の

10 分の 10 以内

（３）漁業就労安

定対策事業

（略）

（略） （略）



改正後 現行

（３）短期研修事

業

（略）

（略） （略）

６ 高知県漁

業就業支援セ

ンター運営事

業

（略） 人件費（契約・正職員の給与

及び社会保険等の事業主負担

分、労災保険料（出向職

員））、退職手当引当金、臨時

職員の給料、手当及び社会保

険等の事業主負担分、旅費、

消耗品費、Zoom アカウント

利用料、ホームページ改修等

委託料、通信運搬費、公用車

リース料、燃料費、駐車場借

上料、印刷製本費、広告費、

会議費、管理システム費、事

務所備品費、自動車任意保

険、税理士契約料、社労士契

約料及び漁船アドバイザー委

嘱料、外部相談員及び法律相

談報酬等

（略）

７ 漁業就業

者確保委託事

業

漁業就業セミナー

や漁業就業フェア

等の漁業就業者の

掘り起こしに関す

る取組の実施

（１）漁業就業セミナー

ア 関西の専門学校等での漁

業就業セミナーの開催

セミナー講師旅費、営業管

（略）

（４）短期研修事

業

（略）

（略） （略）

６ 高知県漁

業就業支援セ

ンター運営事

業

（略） 人件費（契約・正職員の給与

及び社会保険等の事業主負担

分、労災保険料（出向職

員））、退職手当引当金、臨時

職員の給料、手当及び社会保

険等の事業主負担分、旅費、

消耗品費、パソコン購入料、

Zoom アカウント使用料、ホ

ームページ運用保守費、通信

運搬費、公用車リース料、燃

料費、駐車場借上料、印刷製

本費、広告費、自動車任意保

険、税理士契約料、社労士契

約料及び漁船アドバイザー委

嘱料等

（略）



改正後 現行

理費、その他事業に必要な経

費

イ 児童養護施設入所者を対

象とした漁業就業セミナーの

開催

セミナー講師旅費、営業管

理費、その他事業に必要な経

費

（２）漁業就業フェアとその

関連業務

ア 関西での漁業就業フェア

の開催

会場使用料、会場設営費、講

師旅費、講師謝金、マス広告

宣伝費、営業管理費、その他

事業に必要な経費

イ 県内での一次産業就業フ

ェア出展に係る業務

講師旅費、講師謝金、マス

広告宣伝費、営業管理費、そ

の他事業に必要な経費

ウ 関西での一次産業就業フ

ェア出展に係る業務

営業管理費、その他事業に

必要な経費

エ 県内事業者の SNS 情報発

信スキルアップ研修の開催

会場使用料、セミナー講師

謝金、営業管理費、その他事

業に必要な経費

オ WEB ページの制作・発信

WEB サイト製作費、インサ

イトレポート費、営業管理

７ 漁業就業

者確保委託事

業

関西及び県内での

漁業就業フェアの

開催や関西の専門

学校での漁業就業

セミナーの開催、

フェア出展事業者

のスキル向上に資

する説明会の開催

等、漁業就業者の

確保に関する効果

的な取組の実施

【関西での漁業就業フェアの

開催】

フェア開催費、広告宣伝費、

WEB サイト製作費、インサイ

トレポート費、営業管理費、

その他事業に必要な経費

【関西の専門学校等での漁業

就業セミナーの開催】

フェア開催費、営業管理費、

その他事業に必要な経費

【他団体と連携した漁業就業

者の確保事業】

広告宣伝費、インサイトレポ

ート費、営業管理費、その他

事業に必要な経費

（略）



改正後 現行

備考（略）

別表第２（略）

備考（略）

別表第２（略）

費、その他事業に必要な経費

（３）デジタルマーケティン

グ

ア センターWEB サイト

取材経費、記事作成費、営

業管理費、その他事業に必要

な経費

イ WEB サイト以外の情報発

信

広告作製費、WEB 広告宣伝

費、オンラインレポート作成

費、営業管理費、その他事業

に必要な経費

営業管理費、その他事業に必

要な経費

（４）水族館と連携したイベ

ントの開催

営業管理費、その他事業に

必要な経費

事業区分 実施基準

１～３（略） （略）

事業区分 実施基準

１～３（略） （略）



改正後 現行

４ 漁業経営安定

化研修事業

（１）補強研修事業

（略）

（２）新規漁労技術習得研修事業

自営型漁業を営む者のうち新たな漁労技術の習得を希望する者に対し

て、新規漁労技術習得研修並びに船体改造及び設備導入への助成を行うこ

ととし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。

ア 研修事業

自営漁業者で新たな漁労技術の習得を希望する者に対して、新規漁労技

術習得研修を実施する。

（ア）事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。

（イ）事業の実施に当たって、実施者が作成した研修計画に基づき、事業

を実施すること。

（ウ）事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等

に情報共有すること。

イ 船体改造・設備導入費の助成

（ア）事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。

（イ）事業の実施に当たって、実施者が作成した事業計画に基づき、事業

を実施すること。

（ウ）事業完了後は要件に従い、実績報告等により確定した助成額を交付

すること。

５ 高知県漁業就

業支援センター直

営研修事業

（１）共通座学研修事業

長期研修生等の漁業や水産業に関する知識及び技術の向上を目的とした

座学研修を（削除）開催するものとする。

（２）漁業就業セミナー事業

新規就業希望者等を対象として、県内への移住や漁業への就業に関する

セミナーを（削除）開催することとする。

（３）～（４） （略）

６ （略） （略）

４ 漁業経営安定

化研修事業

（１）補強研修事業

（略）

（２）新規漁労技術習得研修事業

長期研修等の修了生で新たな漁労技術の習得を希望する者に対して、月

単位の新規漁労技術習得研修を実施することとし、次に掲げる事項を基準

として事業を実施することとする。

ア 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。

イ 事業の実施に当たって、実施者が作成した研修計画に基づき、事業を

実施すること。

ウ 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に

情報共有すること。エ 事業の実施に当たっては、自船での研修を必須と

する。

５ 高知県漁業就

業支援センター直

営研修事業

（１）共通座学研修事業

長期研修生等の漁業や水産業に関する知識及び技術の向上を目的とした

座学研修を年３回程度開催するものとする。

（２）漁業就業セミナー事業

新規就業希望者等を対象として、県内への移住や漁業への就業に関する

セミナーを年３回程度開催することとする。

（３）～（４） （略）

６ （略） （略）



改正後 現行

別表第３（略） 別表第３（略）

７ 漁業就業者

確保委託事業

漁業就業者の掘り起こしのための漁業就業セミナーの開催、漁業就業フ

ェアとその関連業務、デジタルマーケティング、水族館と連携したイベン

トの開催に必要な経費

７ 漁業就業者

確保委託事業

関西及び県内での漁業就業フェアの開催や関西の専門学校での漁業就業

セミナーの開催、フェア出展事業者のスキル向上に資する説明会の開催

等、漁業就業者の確保に関する効果的な取組の実施に必要な経費



改正後 現行

第１号様式（第４条関係）

（略）

別紙１（第１号及び第２号様式）

２ 事業内容

（１）～（４） （略）

第１号様式（第４条関係）

（略）

別紙１（第１号及び第２号様式）

２ 事業内容

（１）～（４） （略）



改正後 現行

（６）～（７） （略） （６）～（７） （略）



改正後 現行

別紙２（第１号、第２号及び第４号様式） 別紙２（第１号、第２号及び第４号様式）



改正後 現行

別紙３～第４号様式（第11条関係） （略）

別紙１（第４号様式）

第５号様式（第11条関係） （略）

別紙３～第４号様式（第11条関係） （略）

別紙１（第４号様式）

第５号様式（第11条関係） （略）


